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居宅介護支援事業所のサービス内容

介護保険で利用できるサービス 介護保険サービスを利用するまでの流れ居宅介護支援センター 芙蓉では

●介護に関するさまざまなご相談に応じます。
●居宅で自分らしく快適な生活を送れるよう
支援いたします。
●ご利用者様、ご家族様の
　立場に立った、優しさの
　ある支援を目指します。

●介護保険の申請代行
●介護保険サービスの紹介、
　ケアプランの作成
●介護サービス事業者
　との連絡、調整
●福祉用具、住宅改修の相談
●市町村の福祉サービスの紹介、申請代行
●介護保険施設への入所相談

介護保険の在宅サービスを利用するには、要介護認
定を申請し、その結果によって居宅サービス計画（ケア
プラン）を作成する必要があります。
  居宅介護支援事業所  では　ケアマネジャー  が

ご利用者様の状態や希望に合わせ、日常生活を送る上
で必要なサービスが提供されるよう、居宅サービス計
画を作成します。
また、ご利用者様のお宅を訪問し、定期的に居宅
サービス計画の見直しを行います。

居宅介護支援事業所とは

●介護保険の要介護認定で「要介護」と認定された方
●その他、介護でお悩み、お困りの方
※「要支援」の方のサービスの利用などについては、お住まいの
地区の地域包括支援センターへご相談下さい。

ご利用いただける方

相談料金は無料です。 お気軽にご相談下さい。

料　　金

●月曜日～土曜日／ 8：30～17：00
●日曜、祝日、および8月13日、12月31日～1月3日は休業日となります。

営業日時
●青森市内全域
※それ以外の地域の方は、訪問時の交通費を実費でご負担して
いただきます。

営業範囲

訪問介護
（ヘルパー） 訪問看護

訪問入浴 訪問
リハビリテーション

通所介護
（デイサービス）

通所リハビリ
（デイケア）

短期入所
（ショートステイ） 福祉用具の貸与

特定福祉用具販売 住宅改修

※この他にも在宅・施設サービスがあります。

日常生活でお困りのことが
ありましたらご相談下さい。

相談受付

市町村に申請します。
※申請の代行もいたします。

認定されると要介護度が決定します。

お住まいの地区の地域包括支援センターが担当となります。

居宅介護支援事業所にご連絡下さい。

サービス開始となります。
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申請2

認定調査3

認定4

居宅サービス計画（ケアプラン）の作成5

要支援1・要支援2

要介護1～5

予防給付

介護給付

どの程度介護が必要である
か、心身の状況について調査
が行われます。

個人情報については細心の注意を払い取り扱うことをお約束いたします。

居宅介護支援センター 芙蓉
総合ケアセンター


